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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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鉄道事故調査報告書 

 

鉄道事業者名：日本貨物鉄道株式会社 

事 故 種 類：踏切障害事故 

発 生 日 時：令和４年１０月１７日 ２３時４１分ごろ 

発 生 場 所：福島県二本松市 

東北線 安
あ

達
だち

駅～二本松駅間（複線） 

柳
やなぎ

田
だ

踏切道（第３種踏切道：踏切遮断機なし、踏切警報機あり） 

東京駅起点２５４ｋ０４０ｍ付近 

 

令和５年５月１５日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄 

委   員  奥 村 文 直（部会長） 

委   員  石 田 弘 明 

委   員  早 田 久 子 

委   員  鈴 木 美 緒 

委   員  新 妻 実保子 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 日本貨物鉄道株式会社の仙台貨物ターミナル駅発隅田川駅行きの上り高速貨Ｂ

第６０９０列車の運転士は、令和４年１０月１７日（月）、東日本旅客鉄道株式会

社の東北線の安達駅～二本松駅間を走行中、柳田踏切道に進行方向左側から進入

してきた歩行者を認め、非常ブレーキを使用したが、列車は同歩行者と衝突した。 

この事故により、同歩行者が死亡した。 

1.2 調査の概要 本事故は、鉄道事故等報告規則（昭和６２年運輸省令第８号）第３条第１項第４

号に規定する「踏切障害事故」に該当し、かつ、航空法施行規則等の一部を改正す

る省令（令和４年国土交通省令第５６号）第２条の規定による改正前の運輸安全

委員会設置法施行規則（平成１３年国土交通省令第１２４号）第２条第２号ハに

規定する‘踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、

死亡者を生じたもの’に該当するものであることから、調査対象となった。 

運輸安全委員会は、令和４年１０月１８日、本事故の調査を担当する主管調査

官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

東北運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 運行の経過 (1) 列車の概要 

仙台貨物ターミナル駅発 隅田川駅行き 

上り高速貨Ｂ第６０９０列車 ２０両編成（機関車１両及び貨車１９両） 

(2) 運行の経過（図１参照） 

日本貨物鉄道株式会社（以下「ＪＲ貨物」という。）の上り高速貨Ｂ第６０９０

列車（以下「本件列車」という。）の運転士（以下「本件運転士」という。）

の口述によると、本件列車の運行の経過は、概略次のとおりであった。 

本件列車は、ＪＲ貨物の仙台貨物ターミナル駅（東京駅起点３５１ｋ
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５００ｍ、以下「東京駅起点」は省略する。）を定刻（２２時１５分）に出

発した。東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」という。）の東北線

の松川駅（２５９ｋ５３０ｍ）を定刻（２３時３９分）に通過した後、次

駅の安達駅（２５４ｋ５４０ｍ）を速度約８０km/hの惰行運転で通過した。 

走行中、柳田踏切道（２５４ｋ０４０ｍ、以下「本件踏切」という。）の

約１００ｍ手前の位置で、左側（以下、車両は前から数え、前後左右は列

車の進行方向を基準とする。）から本件踏切内に小走りで進入する人（以下

「本件歩行者」という。）を認めたため、直ちに非常ブレーキを使用したが、

本件列車は本件歩行者と衝突した。すぐにＴＥ*1を扱い、列車停止後、ＪＲ

東日本の輸送指令に踏切事故が発生したことを報告した。 

その後、輸送指令の指示に従って、本件列車の１両目の車両（機関車、

以下「本件車両」という。）に手歯止めをしてから、事故現場の本件踏切に

向かった。事故現場に来ていた警察及び消防と共に本件踏切付近を捜索し

た結果、人と衝突した痕跡はあったが、本件歩行者は発見できなかった。 

その後、現場に到着したＪＲ東日本の社員に現地責任者を引き継ぎ、車

両の点検を行ったが、運転に支障する異常はなかった。 

その後、輸送指令の指示に従って、翌日４時５分ごろ本件列車の運転を

再開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事故発生場所周辺図 

 

なお、本件歩行者は、翌日朝明るくなってから、二本松警察署により、本件

踏切の先にある油井
ゆ い

川の中で遺体で発見された。 

(3) 運転状況の記録等 

本件列車には、運転状況記録装置が装備されており、時刻、速度、力行
りきこう

ノッ

チ、ブレーキノッチ及び走行距離等が記録されていた。その記録によれば、本

事故発生前後の運転状況は表１のとおりであった。 

なお、本件列車の運転台には列車前方の映像が記録できる装置（以下「映像

記録装置」という。）は設置されていなかった。 

                                                                                             
*1 「ＴＥ」とは、one Touch operative Emergency device の略称で、ワンタッチ操作により、力行停止、非常ブレー

キ動作、警笛鳴動、信号炎管点火、防護無線発報等を同時に行う装置のことをいう。 
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表１ 本事故発生前後の運転状況（主要な記録のみ抜粋） 

時 刻 

[時:分:秒] 

速 度 

[km/h] 
キロ程 備  考 

23:37:56.96 92 259k206m 松川駅通過（上り出発信号付近） 

23:40:09.56 90 255k794m ノッチオフ 

23:41:21.56 84 254k140m 本件歩行者が本件踏切に進入するのを

認めたと運転士が口述した位置 

（本件踏切から約100m手前） 

23:41:24.95 84 254k061m 非常ブレーキ動作 

23:41:25.96 83 254k040m 本件踏切を通過 

23:41:29.36 79 253k961m ＴＥ動作 

23:41:50.76 0 253k720m 停止（本件踏切から約320m先） 
※１ 時刻情報の日付は令和４年１０月１７日で、時刻は標準時刻に補正されている。 

※２ 距離と速度には誤差が内在している可能性がある。 

※３ 運転状況記録装置は、０.２秒ごとに情報を記録する仕様となっている。 

※４ キロ程は、記録されている走行距離を、本件列車前端部が停止していたキロ程（２５３ｋ

７２０ｍ）を基準として換算した値である。 

※５ 気笛吹鳴状況を記録する機能は有していない。 

 

本件踏切付近の列車最高速度は、ＪＲ貨物の「高速用貨車輸送方及び高速貨

物列車組成方」に９５km/hと定められている。 

2.2 人の死亡、負

傷の状況 

死亡：１名（本件歩行者 ５２歳）  負傷：なし 

（本件列車：運転士１名が乗車） 

2.3 鉄道施設等の

概要 

(1) 本件踏切の概要（図２、図３参照） 

ＪＲ東日本から提出された踏切道実態調査表（令和元年度調査）等によると、

本件踏切の概要は次のとおりであった。 

① 踏切長          １３.２ｍ 

② 踏切幅員         ２.０ｍ 

③ 踏切交角         ９０° 
④ 道路勾配            左側１％ 右側１％ 

（左右とも線路に向かって上り） 

⑤ 踏切見通距離*2 

列車から踏切（上り線）          ３５０ｍ 

通行者（左側）から踏切          ２００ｍ 

⑥ 列車見通距離*3 

線路の左側（本件歩行者進入側）から列車（上り線） 

       ５００ｍ 

⑦ 踏切道の舗装 木 

⑧ 道路交通量  三輪以上の自動車       ０台／日 

二輪             ２台／日 

軽車両（自転車を含む）    ８台／日 

                                                                                             
*2 「踏切見通距離」とは、「列車から踏切」については、踏切道に接近する列車の運転席より当該軌道の踏切道を見通

し得る最大距離をいい、「通行者から踏切」については、道路通行者が道路中心線上1.2ｍの高さにおいて、道路の延長

線上にある踏切道を判別し得る最大距離をいう。 

*3 「列車見通距離」とは、踏切道と線路の交点から踏切道外方の道路中心線上５ｍ地点における１.２ｍの高さにおい

て見通すことができる列車の位置を、踏切道の中心線から列車までの距離で表したものをいう。 
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歩行者           １５人／日 

   ⑨ 鉄道交通量  １１５本／日（１時間最大７本） 

⑩ 交通規制   Ｂ規制：自動車通行禁止（小型特殊自動車除く） 

⑪ 事故歴    なし 
⑫ 踏切警報機制御方式            踏切制御子 
⑬ 踏切支障報知装置                あり 
⑭ 踏切照明                    あり 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件踏切及び周囲の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図３ 本件踏切の状況（本件踏切→二本松駅方） 
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本件踏切の先には油井川に架かる油井川橋りょう（２５４ｋ０１８ｍ～

２５４ｋ００２ｍ）がある。 
なお、本件踏切に接続する道路は、二本松市が管理する市道３０６２号谷

や

地
じ

・

柳田線（以下「本件市道」という。）であり、本件踏切付近は未舗装で道路幅員

は１.９ｍである。 

また、本件踏切の左側には、福島県が管理する油井川の河川管理通路があり、

本件踏切付近は、ＪＲ東日本が保有する用地に接しており、同用地内を通って

本件踏切まで行くことが可能である。 

(2) 本件踏切付近の線形等 

本件踏切付近の線形は、２５４ｋ２２６ｍ～２５３ｋ６８２ｍ間が直線と

なっており、２５４ｋ２７０ｍ～２５４ｋ０６０ｍ間が１６.６‰の下り勾配、

２５４ｋ０６０ｍ～２５３ｋ９５０ｍ間がレベル（水平）となっている。本件

踏切は、直線のレベル区間に位置する。 

(3) 本件歩行者進入側から見た本件踏切の状況等（図４参照） 

本件踏切の左側（上り線側）には、踏切の起点側に踏切警報機があり、踏切

警標、赤色せん光灯、列車進行方向指示器及び踏切支障報知装置の押ボタンが

設置されている。また、道路の左右には複数の踏切注意柵が敷設されている。 

踏切道の舗装は木製の古まくらぎを使用しており、その前後及び線間はアス

ファルト舗装されている。 

本件歩行者進入側からの本件踏切の状況は、踏切手前の位置において踏切警

標及び踏切注意柵を視認することにより踏切の位置を確認できる状態であっ

た。また、踏切手前の位置において踏切警報機の赤色せん光灯及び列車進行方

向指示器の動作状態を視認することにより、列車の進来を確認できる状態で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 本件歩行者進入側から見た本件踏切の状況 

 

なお、本件踏切に設置されていた踏切照明については、本事故発生直後の夜

間に現地を調査したＪＲ東日本の社員により点灯していたことが確認されてい

る。（図５参照） 
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図５ 本件歩行者進入側から見た本件踏切の状況（本事故発生直後の夜間） 

 

(4) 本件列車側から見た本件踏切の見通し状況（図６参照） 

上り線の本件踏切の１００ｍ手前（本件歩行者が本件踏切に進入するのを認

めたと運転士が口述した位置）から本件踏切までの間に視界を遮るものはな

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 本件列車側から見た本件踏切の見通し状況 

 

(5) 本件踏切の設備の点検等 

ＪＲ東日本によれば、本件踏切を管轄する東北本部（以下「ＪＲ東日本東北

本部」という。）における、本件踏切設備の点検等については、１回／１年実施

しているとのことであり、本事故発生前直近に実施した令和４年４月２１日の

点検記録簿に異常を示す記録はなかった。 

また、線路の巡視については、列車による巡視を１回／２週、徒歩による巡

視を１回／３か月の周期で実施しているとのことであり、本事故発生前直近に

実施した巡視（令和４年９月５日：徒歩巡視、令和４年１０月１２日：列車巡
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視）の記録簿に本件踏切の異常を示す記録はなかった。 

さらに、当委員会が令和４年１０月１９日に実施した現場調査において、踏

切内については、歩行等に支障を来す可能性があるひび割れや凹凸等は認めら

れなかった。 

(6) 本件踏切の踏切保安設備の定期検査 

ＪＲ東日本によれば、本件踏切における踏切保安設備は、運転保安設備実施

基準に基づいて検査項目ごとに１回／１年又は１回／２年の周期で定期的に検

査を実施しているとのことであり、本事故発生前直近に実施した踏切警報機の

検査（令和４年９月１日）の記録簿に異常を示す記録はなかった。 

(7) 踏切警報機の動作状況 

本件踏切には踏切警報機の動作（鳴動状態）を記録する装置が設置されてお

り、同装置の記録によると、踏切警報機は、本件列車通過前に鳴動を開始し、

約４４秒後に本件列車が本件踏切に到達していた。 

ＪＲ東日本の運転保安設備実施基準によると、第３種踏切道の踏切保安設備

は‘警報の開始から列車等の到達までの時間は、３０秒を標準とすること。こ

の場合において、当該時間は、２０秒以上であること。’と定められており、本

事故時の踏切警報機の動作は規定の範囲内であり、異常はなかった。 

なお、本件列車が停止した位置において、本件列車の後端(最後尾の輪軸)が

警報終止点（２５４ｋ０２５ｍ）を越えていなかったため、列車の通過によっ

て踏切が鳴動を終了することはなかった。 

また、現場調査において、踏切警報機の動作（赤色せん光灯の点滅、列車進

行方向指示器の表示及び警報音）に異常は認められなかった。 

(8) 本件市道の管理状況 

  二本松市によれば、本件市道の管理は、週に１回の道路パトロールを行い、

必要な場合には補修を実施している。また、地元住民又は通行者からの通報を

基に補修を行う場合もあるとのことである。 

  本件踏切付近について、本事故発生前直近に実施した道路パトロール（令和

４年９月２６日）の記録簿に異常を示す記録はなかった。また、地元住民等か

らの通報の記録もなかった。 

(9) 本件踏切に隣接する踏切道の概要等 

本件踏切の二本松駅方２４７ｍの位置には小
こ

幡
はた

踏切道、安達駅方３７７ｍの

位置には川
かわ

崎
さき

街
かい

道
どう

踏切道があり、いずれも第１種踏切道（踏切遮断機あり、踏

切警報機あり）である。隣接する踏切道の概要を表２に示す。 

  なお、二本松市によると、川崎街道踏切道について、令和８年度以降に踏切

拡幅事業の計画があるとのことである。 

 

表２ 本件踏切の前後にある踏切道の概要 

踏切道名 小幡 川崎街道 

キロ程 ２５３ｋ７９３ｍ ２５４ｋ４１７ｍ 

種別 第１種 第１種 

踏切幅員 ６.５ｍ ６.５ｍ 

踏切長 １３.８ｍ １１.９ｍ 

踏切交角 ９０° ９０° 

踏切道の舗装 木 総研型踏切*4 

                                                                                             
*4 「総研型踏切」とは、ＰＣまくらぎの上にゴム製の受台を設置し、その上にコンクリート製のパネルを取付金具にて

レールに連結した構造の踏切をいう。 
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道路種別 県道 市道 
道

路

交

通

量 

（三輪以上の自動車） 

（二輪） 

（軽車両） 

（歩行者） 

２,４７３台/日 

１５台/日 

２１台/日 

４１人/日 

１,２９６台/日 

１２１台/日 

４８３台/日 

４４６人/日 

交通規制 なし なし 

※ 踏切道実態調査表（令和元年度調査）等による。 

  

(10) 鉄道車両の概要 

本件車両の概要は以下のとおりである。 

車種    交直流電気機関車（ＤＣ１５００Ｖ／ＡＣ２００００Ｖ） 

記号番号  ＥＨ５００－５３ 

車両重量  １３４.２ｔ（空車重量） 

車両長   ２５,０００mm 

車両幅    ２,９５０mm 

また、ＪＲ貨物によると、本件車両（単機）の非常ブレーキ使用時の減速度

は４.１km/h/s、空走時間は１.８秒であり、運転士が異常を発見し非常ブレー

キを取り扱うまでの時間は１.０秒と見込んでいるとのことである。 

なお、本事故発生前直近の本件車両の検査記録に、異常は認められなかった。 

2.4 鉄道施設等の

損傷状況 

(1) 鉄道施設 

鉄道施設に損傷は認められなかった。 

(2) 鉄道車両（図７参照） 

本件車両の前面（左端から右に１,９５０mm、レール面から高さ１,４８０mm

付近）に衝突の痕跡が認められた。 

また、前面下部に元空気管ホースの衝撃によるものと考えられる打痕が認め

られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 本件車両の主な損傷状況 

2.5 乗務員等に関

する情報 

(1) 本件運転士 ３６歳 

甲種電気車運転免許    平成２０年１２月５日 

(2) 本件歩行者 ５２歳 

二本松警察署によると、本件歩行者は、住所が二本松市内であり、同居する
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家族等はおらず、職業は不詳であり、踏切を通行するのに支障する身体の障害

はなかったとのことである。 
また、本事故の目撃者はいなかったとのことである。 

2.6 気象 曇り 

2.7 その他の情報 (1) 本事故発生後の本件踏切に対する対応等 

ＪＲ東日本及び二本松市によれば、本事故発生後の令和４年１０月２０日に

ＪＲ東日本東北本部と二本松市により、本件踏切の本事故後の安全対策に関す

る協議が行われ、本件踏切の一時的な通行止め、及び本件踏切の廃止等につい

て意見が交換されたとのことであった。 

なお、本件踏切は、令和４年１０月２４日から一時的な通行止めとされた。 

また、2.3(9)に記述した川崎街道踏切道の踏切拡幅事業において本件踏切を

統廃合の対象とし、更に拡幅工事に先行して早期に廃止することについて、Ｊ

Ｒ東日本東北本部は、二本松市に協議書（令和４年１０月３１日付け）を発出

した。これを受け二本松市は、本件踏切の廃止又は第１種踏切道への改良（以

下「１種化」という。）について継続して協議を行うとのことであった。 

(2) ＪＲ東日本東北本部における踏切遮断機のない踏切道に対する対応等 

ＪＲ東日本によれば、ＪＲ東日本東北本部における、踏切遮断機のない踏切

道への対応については、概略次のとおりであった。 

① 踏切箇所数の推移 

ＪＲ東日本東北本部管内の踏切箇所数の推移を図８に示す。 

踏切箇所数は、平成２６年度末の１,０８８か所から令和３年度末には  

１,０４６か所と、７年間で４２か所減少していた。 

また、踏切遮断機のない踏切道（第３種踏切道及び第４種踏切道）は、平成

２６年度末の１３２か所から令和３年度末には９６か所と、７年間で３６か所

減少していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 踏切箇所数の推移 

 

② 踏切遮断機のない踏切道の改良実績 

ＪＲ東日本東北本部管内の踏切遮断機のない踏切道について、廃止及び１

種化を実施した箇所数の推移を図９に示す。 

956 951 937 937 937 938 946 950

59 57
55 54 53 52 46 40

73 70
66 63 62 59 56 56

800

850

900

950

1000

1050

1100

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

踏
切
箇

所
数

年度末

第1種 第3種 第4種1088
1078

1058 1054 1052 1049 1048 1046



- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 踏切道の廃止及び改良箇所数の推移 

 

図９に示すとおり、平成２７年度から令和３年度までの間、 

・第３種踏切道の廃止は６か所であった。 

・第４種踏切道の廃止は１１か所であった。 

・第３種踏切道の１種化は１３か所であった。 

・第４種踏切道の１種化は６か所であった。 

なお、令和２年度以降、改良数が増加していることについては、ＪＲ東日

本東北本部の施策により、特に第３種踏切道の１種化に取り組んだためとの

ことである。 

③ 踏切遮断機のない踏切道への対応方 

ＪＲ東日本東北本部では、踏切遮断機のない踏切道について、可能な箇所

は廃止を進める方針としているとのことである。 

また、踏切遮断機のない踏切道への対応の一環として、およそ年１回の頻

度で、関係自治体に踏切遮断機のない踏切道の安全対策に関する意向を文書

で確認している。 

二本松市に対しては、本事故発生前直近では令和３年１２月２４日に「第

３種踏切道及び第４種踏切道の安全対策について」とした文書（以下「ＪＲ

東日本からの文書」という。）を二本松市長宛てに発出している。同文書では、

本件踏切及び二本松市内に存置している大
おお

谷
や

地
ち

踏切道（第３種踏切道）を対

象に、廃止及び交通規制強化について意向の確認を行っている。 

(3) 二本松市における踏切遮断機のない踏切道に対する対応等 

二本松市によると、二本松市内には本件踏切を含め２か所の第３種踏切道が

存置されているが、いずれも地元住民の利用があるため、廃止は難しく、交通

規制強化についても、現状で小型特殊自動車（農作業車）の通行があるため難

しく、ＪＲ東日本に踏切遮断機の設置をお願いしたいと考えているとのことで

あった。 

2.7(2)③に記述したＪＲ東日本からの文書については、令和４年２月４日に

回答しており、本件踏切については、「認定市道になっているため廃止できな
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い。」「近隣農作業従事者の農作業車が通行するためＡ規制*5への引き上げはで

きない。」としている。 

 

３ 分析 

(1) 本件列車と本件歩行者との衝突に関する分析 

2.1(2)に記述したように、本件運転士は本件踏切の手前で、本件歩行者が左側から本件踏切内に

進入するのを認め、その後、本件歩行者が遺体で発見されたこと、及び2.4(2)に記述したように、

本件車両の前面に衝突の痕跡が認められたことから、本件歩行者は、本件列車が接近している状況

において、本件踏切の左側から本件踏切に進入し、本件列車と衝突したものと考えられる。 

(2) 本件運転士の運転操作に関する分析 

本件列車と本件歩行者が衝突したのは、2.1(3)に記述した運転状況記録装置の記録から、本件列

車が本件踏切（２５４ｋ０４０ｍ）を通過した２３時４１分２６秒ごろで、その時の本件列車の速

度は約８３km/hであったと推定される。 

また、非常ブレーキが動作したのは、２３時４１分２５秒ごろ、キロ程は２５４ｋ０６１ｍで、

本件列車が本件踏切を通過する約１秒前、本件踏切から約２１ｍ手前であり、その時の本件列車の

速度は約８４km/hであったと推定される。本件列車が停止したキロ程は２５３ｋ７２０ｍであった

ことから、本件列車は、非常ブレーキが動作した地点から停止するまでに約３４１ｍ走行したと推

定される。 

ここで、2.3(10)に記述したように本件車両の空走時間を１.８秒とし、運転士が異常を発見し非

常ブレーキを取り扱うまでの時間を１.０秒と見込むと、運転士が本件歩行者を発見し非常ブレー

キが必要と認めたのは、２３時４１分２２秒ごろ、キロ程は２５４ｋ１２６ｍとなり、本件列車が

本件踏切を通過する約４秒前で本件踏切から約８６ｍ手前であったと考えられる。 

これを非常ブレーキが動作してから列車が停止するまでの距離及び時間と比較すると、本件運転士

が本件歩行者を認知してから本件踏切に至るまでの間に本件列車を停車させることは困難であり、本

件運転士は、本件列車と本件歩行者との衝突を回避することはできなかったものと推定される。 

なお、非常ブレーキが動作した時の速度は、2.1(3)に記述した本件列車の最高速度である９５km/h

以内の速度であった。 

(3) 本件踏切の踏切警報機の動作状況に関する分析 

2.3(7)に記述したように、踏切警報機の動作を記録する装置の記録によると、踏切警報機の動作

状況は規定の範囲内であること、また、2.3(6)及び(7)に記述したように、ＪＲ東日本による本事故

発生前直近の検査及び事故後の現地調査において、踏切警報機に異常がなかったことから、本件踏

切の踏切警報機は本件列車の接近により正常に動作していたものと推定される。 

(4) 本件歩行者が本件踏切に進入したことに関する分析 

(3)に記述したように、本件踏切の踏切警報機は正常に動作していたと推定されること、2.3(3)

に記述したように、本件踏切の踏切警報機の赤色せん光灯及び列車進行方向指示器は、本件歩行者

進入側から視認することができる状態であったと考えられること、及び2.5(2)に記述したように、

本件歩行者は、踏切を通行するのに支障する身体の障害はなかったことから、本件歩行者は本件踏

切に進入する前に、踏切警報機の動作により、本件列車の接近に気付くことができる状況であった

と考えられる。 

このような状況にもかかわらず、本事故時に本件歩行者が本件踏切に進入した理由については、

本件歩行者が死亡していることから、明らかにすることはできなかった。 

なお、2.1(3)に記述したように、本件列車の運転台には映像記録装置が設置されていなかったが、

運転台から前方の映像を記録することは同種事故の状況等を把握するために有効であると考えら

                                                                                             
*5  「Ａ規制」とは、車両（道路交通法第２条に規定する自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス）の通行禁

止をいう。 
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れるため、ＪＲ貨物は、運転台から前方の映像を記録する装置を設置することが望ましい。 

(5) 本件踏切の安全性向上に関する分析 

本件踏切は、踏切遮断機のない第３種踏切道であり、安全性向上のためには踏切道を廃止するの

が望ましく、廃止できない場合は１種化するべきである。さらに、これらの安全対策が実施される

までの間は、交通規制の強化や注意喚起看板の設置等、第３種踏切道に対する各種の安全対策を推

進することが望まれる。 

なお、2.7(1)に記述したように、ＪＲ東日本東北本部と二本松市は、本事故が発生した３日後の

令和４年１０月２０日に本件踏切の安全対策について協議し、本事故が発生した７日後の令和４年

１０月２４日より本件踏切を一時的な通行止めとした。本事故のような踏切障害事故においては、

類似の事故を防ぐために、なるべく早く安全対策を実施することが重要であり、本事故後における

ＪＲ東日本東北本部及び二本松市の対応は評価できると考えられる。 

(6) 踏切遮断機のない踏切道の安全性向上に関する分析 

踏切遮断機のない踏切道について、安全性向上のためには踏切道を廃止するのが望ましく、廃止

できない場合は１種化するべきである。さらに、これらの安全対策が実施されるまでの間は、交通

規制の強化や注意喚起看板の設置等、踏切遮断機のない踏切道に対する各種の安全対策を推進する

ことが望まれる。 

2.7(2)①に記述したように、ＪＲ東日本東北本部管内の踏切遮断機のない踏切道は、徐々に減少

しているが、令和３年度末で９６か所存置している。また、2.7(2)②に記述したように、毎年踏切

遮断機のない踏切道の廃止又は１種化を行っており、特に令和２年度からは改良数が増加してい

る。さらに、2.7(2)③に記述したように、ＪＲ東日本東北本部は、およそ年１回の頻度で、関係す

る地方公共団体に踏切遮断機のない踏切道の安全対策に関する意向を文書で確認している。 

ＪＲ東日本東北本部は、これらの安全対策を今後も進めるとともに、なるべく早期に踏切遮断機

のない踏切道の安全性向上が図られるよう努めることが必要である。 

また、関係する地方公共団体については、でき得る限りこれらの安全対策に協力することが必要

である。 

 

４ 原因 

本事故は、踏切警報機が設けられた第３種踏切道である柳田踏切道に列車が接近し、踏切警報機が動作

している状況で歩行者が同踏切道に進入したため、列車と衝突したことにより発生したものと認められ

る。 

列車が接近し、踏切警報機が動作している状況で歩行者が同踏切道に進入した理由については、同歩

行者が死亡していることから、明らかにすることはできなかった。 

 

５ 再発防止のために望まれる事項 

踏切遮断機のない第３種踏切道は、踏切道を廃止するのが望ましく、廃止できない場合は踏切遮断

機を設置し第１種踏切道に改良するべきである。さらに、廃止又は第１種踏切道への改良が実施され

るまでの間は、交通規制の強化や注意喚起看板の設置等、第３種踏切道に対する各種の安全対策を推

進することが望まれる。 

 

６ 事故後に講じられた措置 

ＪＲ東日本及び二本松市が本事故後に実施した対策は以下のとおりである。 

 ① 本件踏切を令和４年１０月２４日より一時的な通行止めとした。（図１０参照） 

② 本件踏切を、令和８年度以降に実施する予定の川崎街道踏切拡幅事業における統廃合する踏切

の対象とし、更に拡幅工事に先行して早期に廃止することや、１種化することについて継続して

協議していくこととした。 
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図１０ ＪＲ東日本及び二本松市が本件踏切に実施した措置（一時的な通行止め） 

なお、第３種、第４種踏切事故に関する事項は、運輸安全委員会資料も参照ください。 

(1) 運輸安全委員会ダイジェスト第３１号（平成３１年２月）鉄道事故分析集「遮断機のない踏切は危 

険 廃止や遮断機・警報機の整備など、早急な対策が必要」 

（https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/jtsbdigests_No31.html） 

(2) 運輸安全委員会ホームページ「踏切事故を起こさないために」 

（https://www.mlit.go.jp/jtsb/guide/fumikiri.html） 


